
第２００回 国立大学法人鹿屋体育大学教育研究評議会議事要旨 

 

 

日  時  令和３年６月１７日（木） １４時３０分～１５時５０分 

場  所  大会議室（Ｗｅｂ会議）、中会議室（投票） 

出 席 者  松下学長、森(司)、前谷、原田、山田、濱田(幸)、前阪、国重、中村(夏)、山本、 

      中垣内、吉重、和田、前田(博)、安田、髙橋、金高、竹中、田巻、藤田、沼尾、森(克)、 

      北村、中本の各委員 

欠 席 者  荻田、前田(明)の各委員 

陪 席 者  秋元監事、小林監事、有馬(正)事務局次長、有馬(規)監査室長、あべ松室長 

      元明、佐々木、川﨑、有馬(康)、川西、瀬戸口、竹下の各課長 

 

議  事 

  １．第１９９回議事要旨確認 

     資料１に基づき、原案どおり確認した。 

 

  ２．学長諮問 

       なし 

 

３．学長報告 

（１）キャリア形成支援センター副センター長及びセンター兼務教員の任命について 

学長から資料２に基づき、キャリア形成支援センター副センター長及びセンター兼務教

員について報告があった。 

 

４．審議事項 

（１）教員(スポーツ・武道実践科学系：講師(コーチング学(自転車競技)))の採用選考及び大

学院体育学研究科担当教員の認定について 

髙橋教員選考特別委員会委員長から資料３-１～資料３-３に基づき説明があり、続いて森

研究科担当教員審査特別委員会委員長から大学院体育学研究科担当教員の認定について説

明があった。投票による採決を行った結果、可とする票が過半数を越えたため、候補者の

採用及び大学院体育学研究科担当教員の認定について了承された。 

 

（２）大学院体育学研究科担当教員の認定について 

森研究科担当教員審査特別委員会委員長から資料４-１～資料４-４に基づき説明があ

り、審議の結果、原案どおり了承された。 

 

（３）令和２事業年度に係る業務の実績に関する報告書（教育研究）について 

瀬戸口経営戦略課長から資料５-１、資料５-２に基づき説明があり、審議の結果、原案

どおり了承された。併せて、今後は経営協議会及び役員会で審査したのち、文部科学省へ



提出予定であることが説明された。 

 

（４）令和３年度大学機関別認証評価に係る自己評価書（教育研究）について 

瀬戸口経営戦略課長から資料６-１、資料６-２に基づき説明があり、審議の結果、原案

どおり了承された。併せて、今後は経営協議会及び役員会で審査したのち、大学改革支

援・学位授与機構へ提出予定であることが説明された。 

 

（５）第４期中期目標・中期計画（素案）について 

前谷事務局長から資料７-１～資料７-４に基づき説明があり、この素案については各評

議員が内容を確認し、意見や質問等あれば来週２１日までに経営戦略課へ申し出ることと

した。併せて、今後は経営協議会及び役員会で審議したのち、文部科学省へ提出予定であ

ることが説明された。 

 

（６）東京サテライトキャンパス廃止に関する規則等の一部改正等について 

川西総務課長から資料８に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり規則等の改正に

ついて了承された。 

 

（７）鹿屋体育大学の研究活動に係る行動規範の全部改正について 

有馬研究・社会連携課長から資料９に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり行動

規範の全部改正について了承された。 

 

（８）令和３年度鹿屋体育大学学術共同研究員の受入れについて 

有馬研究・社会連携課長から資料１０に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり学

術共同研究員の受入れについて了承された。 

また学長から、今後も現職の教員等との共同研究などを計画する際は、相手方の所属の

長から承諾を取るよう要請があった。 

 

５．報告事項 

（１）令和４年度入学者選抜要項について 

元明教務課長から資料１１に基づき報告があった。 

 

（２）令和４年度学校推薦型選抜学生募集要項について 

元明教務課長から資料１２に基づき報告があり、内容について意見等ある場合は２３

日までに教務課へ申し出ることとした。 

 

（３）令和４年度私費外国人留学生募集要項について 

元明教務課長から資料１３に基づき報告があり、内容について意見等ある場合は２３

日までに教務課へ申し出ることとした。 

 



（４）令和４年度帰国生徒選抜学生募集要項について 

元明教務課長から資料１４に基づき報告があり、内容について意見等ある場合は２３

日までに教務課へ申し出ることとした。 

 

（５）令和４年度社会人選抜学生募集要項について 

元明教務課長から資料１５に基づき報告があり、内容について意見等ある場合は２３

日までに教務課へ申し出ることとした。 

 

６．その他 

(１)第４期中期目標期間へ向けた国立大学法人の在り方について 

  ―強靭でインクルーシブな社会実現に貢献するための１８の提言―について 

学長から資料１６に基づき、国立大学協会通常総会における提言について説明があった。 

 

（２）次回開催日程について 

次回の教育研究評議会は、７月１５日(木)１４時３０分から開催することとした。 

 

以 上 


